
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 教 職 員 給 与 規 程 新 旧 対 照 表

改 正 前 改 正 後

（前 略）

（昇給） （昇給）

第８条 教職員（指定職俸給表の適用を受ける教職 第８条

員を除く。）の昇給は、初任給、昇格、昇給等の基

準で定める日に、同日前１年間におけるその者の

勤務成績に応じて行うものとする。

２ 前項の規定により教職員を昇給させるか否か及 ２

び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定

する期間の全部を良好な成績で勤務した教職員の

昇給の号俸数を４号俸（一般職俸給表（一）の適 （同 左）

用を受ける教職員でその職務の級が７級以上であ

るもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける教

職員でその職務の級がこれに相当するものとして

初任給、昇格、昇給等の基準で定める教職員にあ

っては、３号俸）とすることを標準として初任給、

昇格、昇給等の基準で定める基準に従い決定する

ものとする。

３ ５５歳（一般職俸給表（二）の適用を受ける教 ３ ５５歳（一般職俸給表（二）の適用を受ける教

職員にあっては、５７歳）を超える教職員に関す 職員にあっては、５７歳）を超える教職員の第１

る前項の規定の適用については、同項中「４号俸 項の規定による昇給は、同項に規定する期間にお

（一般職俸給表（一）の適用を受ける教職員でそ けるその者の勤務成績が特に良好以上である場合

の職務の級が７級以上であるもの及び同表以外の に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号

各俸給表の適用を受ける教職員でその職務の級が 俸数は、勤務成績に応じて初任給、昇格、昇給等

これに相当するものとして初任給、昇格、昇給等 の基準に従い決定するものとする。

の基準で定める教職員にあっては、３号俸）」とあ

るのは、「２号俸」とする。

４ 教職員の昇給は、その属する職務の級における ４

最高の号俸を超えて行うことができない。

５ ６３歳に達した日以後の最初の３月３１日の翌 ５

日以後に在職する教職員（国立大学法人京都大学

教員就業特例規則（平成１６年達示第７１号）第 （同 左）

８条に規定するものを除く。）にあっては、第２項

及び第３項の規定にかかわらず、昇給しない。た

だし、総長が別に定めるところにより、昇給させ

ることができる。

附 則

この規則は、平成２６年１月１日から施行する。


